
【給与所得のみの場合】
　平成23年中の給与収入金額が103万円超141万円未満
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控除対象配偶者に該当する場合は、配偶者特別控除を
受けることはできません

給与所得だけの場合は、平成23年中の給与所得の
収入金額が12,315,790円を超えるときは、
合計所得金額が10,000,000円を超えることになります

【公的年金等に係る雑書得のみの場合】
　平成23年中の公的年金等の収入金額が
　①65歳以上の人→158万円超196万円未満
　②65歳未満の人→108万円超1,513,334円未満


